
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

公

告

○
換
地
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
二

公
安
委
員
会

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
生
活
保
安
課
）
…
二

○
技
能
検
定
員
等
の
審
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
運
転
免
許
課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
百
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
ア

イ
ツ
ー
リ
ン

ク

弘
前
市
大
字
南
大

町
一
丁
目
九
の
一

九

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
ア
イ
ツ
ー
リ

ン
ク

弘
前
市
大
字
外
崎

二
丁
目
一
の
二
四

ラ
フ
ォ
ー
レ
外
崎

一
〇
二

令
和五･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
三

和
会

弘
前
市
大
字
茜
町

二
丁
目
一
の
二

居
宅
介
護
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

三
和
園

弘
前
市
大
字
三
和

字
上
恋
塚
一
九

令
和五･
三･三一

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
三

和
会

弘
前
市
大
字
茜
町

二
丁
目
一
の
二

重
度
訪
問

介
護

在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

三
和
園

弘
前
市
大
字
三
和

字
上
恋
塚
一
九

〃

公

告

青
森
県
報
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第
五
百
八
十
二
号

令
和
五
年三

月
六
日

（
月
曜
日
）



換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
幸
畑
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内

に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
審
査
請

求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
換
地
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

令
和
五
年
三
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
四
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
市
役
所

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
二
十
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

一

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

㈠

学
科
試
験

令
和
五
年
六
月
九
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で
の
間

㈡

実
技
試
験

令
和
五
年
七
月
八
日
（
土
）
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間

２

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
交
通
誘
導
警
備
業
務

二
級

三

検
定
の
定
員

三
十
人
（
予
定
）

四

受
検
資
格

１

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者

２

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ

る
者

五

検
定
の
方
法
及
び
内
容

１

方
法

検
定
は
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

実
技
試
験
を
行
わ
な
い
。

２

内
容

㈠

学
科
試
験

⑴

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑵

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

車
両
等
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

㈡

実
技
試
験

⑴

車
両
等
の
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六

検
定
申
請
の
手
続
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１

検
定
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

㈠

受
付
期
間

令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
間

㈡

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

㈢

受
付
の
締
切
り

検
定
申
請
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
検
定
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受

付
を
締
め
切
る
。

２

検
定
申
請
の
受
付
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

㈠

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は

刑
事
生
活
安
全
課

㈡

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で

あ
る
も
の
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活

安
全
課

３

検
定
申
請
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
検
定
申
請
の
書
類
及
び
検
定
手
数
料
を
持
参
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

検
定
申
請
の
書
類

検
定
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
検
定
申
請
書
一
通
に
、
検
定
申
請
者
が
四
の
１
に
該
当
す
る

場
合
に
は
次
に
掲
げ
る
㈠
及
び
㈢
の
書
面
等
を
、
四
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
次
に
掲
げ
る

㈡
及
び
㈢
の
書
面
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
。

㈠

住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面
（
住
民
票
の
写
し
、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等
）

一
通

㈡

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

一
通

㈢

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）

二
葉

５

受
検
手
数
料

一
万
四
千
円
分
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
検
定
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

七

検
定
受
付
時
間

当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

検
定
申
請
者
に
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
検
票
を
交
付
す
る
。

２

合
格
者
に
対
し
て
は
、
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
。

３

受
検
に
際
し
て
は
、
受
検
票
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

検
定
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
保
安
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

令
和
五
年
度
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
の
審
査
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
技
能
検
定
員
審

査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
二
月
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
。
以
下
「
審
査
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
及
び
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

一

審
査
の
種
類
、
期
日
、
場
所
及
び
項
目

審

査

の

種

類

審
査
期
日

審

査

場

所

審
査
項
目

技
能
検
定
員
（
普
自
二
）

教
習
指
導
員
（
普
自
二
）

一

令
和
五
年
五

月
九
日
か
ら
同

月
十
一
日
ま
で

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

二

令
和
五
年
五

月
十
九
日
か
ら

同
月
二
十
三
日

（
土
曜
日
・
日

曜
日
を
除

く
。
）
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

三

令
和
五
年
五

月
三
十
日
か
ら

同
月
三
十
一
日

ま
で
の
午
前
八

時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

青
森
市
大
字
三
内
字
丸

山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通

部
運
転
免
許
課

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識
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技
能
検
定
員
（
大
型
）

（
中
型
）

（
準
中
型
）

（
大
特
）

（
牽
引
）

教
習
指
導
員
（
大
型
）

（
中
型
）

（
準
中
型
）

（
大
特
）

（
牽
引
）

一

令
和
五
年
六

月
一
日
か
ら
同

月
三
十
日
（
土

曜
日
・
日
曜
日

を
除
く
。
）
ま

で
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

二

令
和
五
年
十

月
二
日
か
ら
同

月
十
三
日
（
土

曜
日
・
日
曜
日

及
び
祝
日
を
除

く
。
）
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

技
能
検
定
員
（
普
通
）

一

令
和
五
年
七

月
三
日
か
ら
同

月
七
日
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

二

令
和
五
年
七

月
十
四
日
か
ら

同
月
二
十
日

（
土
曜
日
・
日

曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
。
）
ま

で
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

三

令
和
五
年
七

月
二
十
七
日
か

ら
同
月
三
十
一

日
（
土
曜
日
・

日
曜
日
を
除

く
。
）
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
指
導
員
（
普
通
）

一

令
和
五
年
九

月
一
日
か
ら
同

月
七
日
（
土
曜

日
・
日
曜
日
を

除
く
。
）
ま
で

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

二

令
和
五
年
九

右

同

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

月
十
四
日
か
ら

同
月
二
十
日

（
土
曜
日
・
日

曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
。
）
ま

で
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

三

令
和
五
年
九

月
二
十
七
日
か

ら
同
月
二
十
九

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

技
能
検
定
員（
大
型
二
種
）

（
中
型
二
種
）

（
普
通
二
種
）

教
習
指
導
員（
大
型
二
種
）

（
中
型
二
種
）

（
普
通
二
種
）

一

令
和
五
年
五

月
十
六
日
か
ら

同
月
十
七
日
ま

で
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

二

令
和
五
年
六

月
二
十
日
か
ら

同
月
二
十
一
日

ま
で
の
午
前
八

時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

三

令
和
五
年
七

月
十
一
日
か
ら

同
月
十
二
日
ま

で
の
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

四

令
和
五
年
八

月
三
十
日
か
ら

同
月
三
十
一
日

ま
で
の
午
前
八

時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

五

令
和
五
年
十

月
四
日
か
ら
同

月
五
日
ま
で
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

六

令
和
五
年
十

一
月
十
四
日
か

ら
同
月
十
五
日

ま
で
の
午
前
八

時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

七

令
和
五
年
十

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

（ ）4青 森 県 報 第582号令和５年３月６日 月曜日



二
月
二
十
日
か

ら
同
月
二
十
一

日
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま

で

技
能
検
定
員
（
大
自
二
）

教
習
指
導
員
（
大
自
二
）

一

令
和
五
年
四

月
二
十
五
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

二

令
和
五
年
八

月
二
十
九
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

三

令
和
五
年
九

月
二
十
六
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

四

令
和
五
年
十

月
二
十
六
日
の

午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五

時
ま
で

五

令
和
五
年
十

一
月
二
十
一
日

の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後

五
時
ま
で

右

同

技
能
検
定
に
関

す
る
技
能
及
び

知
識

教
習
に
関
す
る

技
能
及
び
知
識

（
注
）
自
衛
隊
教
習
所
関
係
者
に
あ
っ
て
は
、
審
査
の
種
類
欄
の
「
技
能
検
定
員
（
大
型
）
」
を

「
技
能
検
定
員
（
普
通
）
」
に
、
「
教
習
指
導
員
（
大
型
）
」
を
「
教
習
指
導
員
（
普

通
）
」
に
、
「
技
能
検
定
員
（
普
通
）
」
を
「
技
能
検
定
員
（
大
型
）
」
に
、
「
教
習
指
導

員
（
普
通
）
」
を
「
教
習
指
導
員
（
大
型
）
」
に
読
み
替
え
る
こ
と
。

二

申
請
手
続

１

申
請
書
類
の
受
付
期
間
及
び
提
出
先

㈠

各
審
査
日
の
一
月
前
か
ら
審
査
当
日
ま
で

㈡

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

２

提
出
書
類

㈠

審
査
申
請
書

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
一
枚
を
貼
付
す
る
こ
と
。

㈡

審
査
規
則
第
十
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
申
請
書
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

㈢

当
該
審
査
を
受
審
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
審
査
規
則
第
三
条
及
び
第
十
一
条
に
定

め
る
書
類
を
審
査
当
日
提
示
す
る
こ
と
。

３

審
査
手
数
料

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条

例
第
百
一
号
）
別
表
に
定
め
る
額
を
、
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他

㈠

審
査
申
請
書
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る
こ
と
。

㈡

詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（
電
話
〇
一
七
―
七
八
二
―

〇
〇
八
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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